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畠 山 裕 太仙台市民オンブズマン事務局長
弁　護　士

　兵庫県の号泣議員の事件（現在公判中）も
あり政務活動費のあり方が日本中で注目され
るようになりました。仙台市民オンブズマン
は､ かつて宮城県と政務調査費の支出の適正
をめぐって訴訟などで激しく争った末､ 平成
２１年３月､ 県議会に政務調査費の改革をす
ることを約束させました。その後､ 宮城県議
会は政務調査費の支出について「後払い方式

（会派がチェックした上で適正な支出と認め
られる場合に支払う）」を導入し､ また「政

末にｉＰａｄなどの備品を大量に購入するな
ど、政務調査費の使い切りと考えざるを得な
い支出も見つかりました。「後払い方式」を
導入してもこの始末。政務調査費の使途基準
が軽視され続けており、宮城県議会の会派や
議員の自浄作用に期待することはできないこ
とが明らかになりました。

基調報告②政務活動費をチェックする第三
者機関についての調査・報告（報告者　石上
雄介）では、政務活動費の支払いを第三者の
目からチェックする制度である全国各地の第
三者機関について調査した結果を報告しまし
た。

務調査費の手引き」を改訂し使途基準を明確
にしました。

これで宮城県の政務調査費は大丈夫と思っ
たのもつかの間､ 仙台市民オンブズマンが平
成２４年度の政務調査費（政務活動費に改正
する前でした）を調査したところ、がく然と
する結果が出てきました。そこで、政務活動
費について知ってもらうとともに適切に使っ
てもらうためにはどうしたらよいのかを考え
るためフォーラムを企画、実施しました。

基調報告①「宮城県議会の政務調査費（平
成２４年度）の実態」（報告者　畠山裕太）
では、政務活動費の説明をした上で、平成
２４年度の宮城県議会議員の政務調査費（現：
政務活動費）の使われ方を明らかにしました。
玉串料や初穂料など明らかに政務調査と関連
しない名目で支払いがされていたことが明ら
かになったほか、政務調査の内容が十分説明
されていない支出例が多数発見されました。

さらに、仙台近郊の高級旅館での一泊研修
に多額の政務調査費を支出していたり、年度
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北海道、東京都、大阪府、そして福
岡県の４都道府県と、６市の制度につ
いて調査結果が報告されましたが、残
念ながらこれらの制度は、「役に立っ
ていない」と思われることが明らかに
なりました。大量の資料を一つ一つチ
ェックしているとは到底思えない制度
が大半であり、また批判的な立場から
支出を厳しくチェックすることも困難
なようでした。

基調報告③領収書等のインターネッ
ト公開に関する報告（報告者　畠山裕

について報告がありました。
庫山恆輔氏からは、当オンブズマンと宮城

県議会との訴訟や改革の経緯などについて報
告がありました。

そして、基調報告を踏まえこれからの取り
組みとしては、第三者機関の拡充ではなく政
務活動費関係資料のインターネット公開のほ
うが政務活動費の支出を適正にする効果が大
きいことが確認されました。

上記の内容を踏まえ、決議文が採択されま
した。結論として、「宮城県議会、仙台市議
会をはじめ、すべての政務活動費制度を持っ
ている議会に対し、速やかに、①収支報告書、
②活動報告書（政務調査研究について具体的
に記載した報告書）、③出納簿又は会計帳簿、
④領収証及び支出伝票等の資料をインターネ
ット上で公開するよう求め」る内容です。

上記のとおりの内容でした。
フォーラムの後、宮城県議会議員の候補

者に対してアンケート調査を実施し、対象
８６、実施数８４名のうち、５１名から回答
がありました。うち、インターネット公開に
賛成が３４、反対１６、一部反対が１という
結果でした。

今後、上記決議に基づいて、宮城県議会に
対し政務活動費関係資料のインターネット公

太）では、現在、高知県・大阪府をはじめと
して数十の自治体で開始されている政務活動
費の関係書類（収支報告書、活動報告書、出
納簿（会計帳簿）、領収証等）のインターネ
ット公開について、その現状と導入に関する
問題点が報告されました。

関係書類を PDF 化してパソコンに取り込
み、インターネットにアップすることは全く
難しくなく、またほとんどの自治体で新たな
コストが発生することもないので、導入は極
めて容易であり、またデメリットもほとんど
考えられないことが確認されました。

パネルディスカッションでは、河北新報編
集局報道部記者である若林雅人氏、全国市民
オンブズマン連絡会議事務局の内田隆氏、当
オンブズマンからは庫山恆輔、そして畠山裕
太をパネリストとして、野呂圭代表がコーデ
ィネーターとして政務活動費の現状と課題、
これからの取り組みについて議論をしまし
た。

内田隆氏からは全国の現状、名古屋の取り
組みとして情報公開請求を受けた資料をすぐ
にインターネットでアップする試みをしてい
ることなどが報告されました。

若林雅人氏からは、仙台市の政務活動費の
現状（議員の政務活動費に関する認識など）
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開を求める請願をする予定です。
なお、資料は、当オンブズマンのホームペ

ージ上にアップされていますのでご覧下さい

（ブログ記事（２０１５年１０月２２日）を
ご参照下さい。）。

十　河　　　弘仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　本年７月２日、オンブズマンは平成２４年
度の仙台市議会の政務調査費について、奥山
恵美子市長に対して当時の全８会派らに計約
５８２０万円を返還させるよう訴訟を提起し
ました。今回は、日本共産党仙台市議団を含
めた全会派を対象としていますが、それは昨
年１１月２７日に勝訴した仙台地裁判決の按
分の考えによったからです。この判決は、議
員の活動が、政治活動、議員本来の活動、政
務調査活動の性質を合わせ持つものであるこ
とを正しく捉え、人件費、事務所費、事務費
等をきちんと按分処理すべき（２分の１のみ
を政務調査費から支出すべき）と示していま
す。今回の提訴でも、この点の違法性をしっ
かりと指摘しました。また、出張した際、旅

費規程に基づいた計算額と旅費実費額に差が
ある場合、差額分も違法ですのでその返還も
求めています。
　提訴後、補正や訴訟告知（各会派に訴訟を
告知して参加を促す手続）を行ったため、第
１回期日は本年１１月２５日に開催されまし
た。仙台市側は争う姿勢を示しましたし、今
後、各会派が順次訴訟参加して争ってくるも
のと予想されます。第２回期日は来年２月１
日（月）午後１時３０分に開催予定です。

宮　腰　英　洋仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　住民監査請求は住民であれば誰でも申し立
てることができ、違法・不当な公金支出を是
正するために有効な手段です。しかし、手続
等が難しい印象をお持ちなのか、これまであ
まり活用されていなかったように思われま
す。

そこで、私たちの監査請求の経験に基づき、

市民の方向けに監査請求マニュアルを作成
し、当オンブズマンホームページに無料公開
することと致しました。

このマニュアルでは、市民の方が、新聞・
ニュースなどで「これはおかしいな」と思わ
れた公金支出・公金の無駄遣い等に対して、
実際にご自身で監査請求を申し立てることが
できるよう、書式や申立てにあたっての注意
点などを記載しました。実際につまずきやす
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渡　部　雄　介仙台市民オンブズマン事務局次長
弁　護　士

　会報「オンブズマン」第４１号「政務調査
費（仙台市議会平成２０年度）で勝訴判決」
で報告させていただいたとおり、本訴訟の第
一審では、議員の裁量に一定の限界を認めた
画期的な判決を出されました。
　これに対して、仙台市側が判決を不服とし
て控訴しました。これを受けて、オンブズマ
ン側も、敗訴した部分（実費額よりも大きい
旅費が旅費規程に基づいて支出されている点
等）について、控訴をしました。
　オンブズマンは、各会派らに対し、旅費の
支出に関する領収証等の提出を求める文書提

出命令を申し立てました。しかし、裁判所
は、領収証等の取調は必要ないとして、オン
ブズマンの申立を却下するとの判断を下しま
した。
　また、会派控室で働いている職員の人件費
について、オンブズマン側は、会派控室で政
務調査活動しか行っていない等ということは
考えられず、会派控室での具体的な職務内容
に関する立証がない以上、２分の１に按分す
べきと主張しています。
　争点に対する双方の主張もおおよそ尽くさ
れ、次々回頃には結審される見込みとなって
います。

渡　部　雄　介仙台市民オンブズマン事務局次長
弁　護　士

　仙台市民オンブズマンは、平成２３年９月
から平成２４年３月までに、仙台市議会の各
会派等に対して支出された政務調査費のう
ち、合計１７８３万６９１２円について、違
法な支出であるとして市に対して返還を求め
ています。

平成２０年度政務調査費返還請求訴訟では、
議員の裁量に一定の限界を認めた判決を出さ
れています（詳細は、会報「オンブズマン」
第４１号「政務調査費（仙台市議会平成２０
年度）で勝訴判決」をご覧ください）。オン
ブズマンは、本訴訟でも同訴訟で示された基
準に基づいて判断されるべきであるとの主張
をしています。

いところを中心に、なるべく分かりやすいよ
う簡潔かつ平易な表現を心掛けました。

主な内容としては、①監査請求の概要、②
監査請求の申立方法、③書式集（監査請求書・
情報公開請求書）となっています。

地方公共団体をより良いものとできるよ

う、１人でも多くの方にマニュアルを活用い
ただければ幸いです。

本マニュアルの内容等についてご意見・ご
要望があれば、当オンブズマンまで連絡をい
ただければと存じます。
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石　上　雄　介仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　仙台市議会議員の平成２３年４月から８月
までの政務調査費の支出について平成２６年
２月１４日付で仙台地方裁判所に提起した住
民訴訟は、現在仙台地方裁判所第３民事部に
おいて審理が進められ、双方の主張の応酬が
なされている段階です。
　前号で報告しましたように、オンブズマン
側では、平成２０年度政務調査費に関する仙
台地方裁判所第３民事部平成２６年１１月
２７日判決に依拠しつつ、個々具体的な政務
調査費の支出の問題点を摘示していく地道な
主張活動を展開しています。
　この中で前田大輔弁護士が、元議長の

議員が提出したすし店の領収書に「合計
１万１９７０円　会場費とコーヒー３０人
分」と記載されていたのに対し、「すし店で
３０人がコーヒーを飲んだのはおかしい。領
収書は虚偽だ」と主張したところ、元議長側
は準備書面で「東日本大震災の復興に関する
意見交換が目的で、参加者は自分と被災者４
人」と領収書の記載と矛盾する説明をしてき
たため、領収証の虚偽記載の疑いが生じまし
た（平成２７年１０月３０日の河北新報朝刊
１面で大きく取り上げられました。）。
　その他にも人件費に関する領収証などでも
重大な疑義が生じておりますので、今後もし
っかり問題点を明らかにしていく活動を展開
していきたいと思います。

　現在、原告、被告、補助参加人らによる争
点整理の目途が立ち、証人尋問者の選定が進
められています。来年の春頃に、各議員に対
する尋問が実施される見込みです。

　尋問予定日が確定しましたら、オンブズマ
ンのホームページでお知らせする予定です。
ご確認くださいますようお願い致します。

宮　腰　英　洋仙台市民オンブズマン
弁　護　士

　宮城県議会所属の議員４名による平成２６
年３月２５日から同年３月３１日にかけての
ニュージーランド海外視察に係る視察費用相
当額合計３６０万円の返還を求める訴訟が進
行中です。
　私たちは、視察議員が事前に十分な視察目
的・視察内容・視察先等の検討を行わず、い

わゆる観光地を視察したに過ぎないこと（実
質的には観光というべきです。）を主張して
います。具体的な視察先としては、クライス
トチャーチ（カーボンカテドラルが有名）、
マウントクック、テカポ湖畔（星空が有名）、
キウイ農場、養蜂場（マヌカハニーが有名）、
酪農場等、正に観光地と言うべきものです。
さぞＮｚを満喫したことでしょう。

前回１１月２５日の期日では視察議員らの
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畠　山　裕　太仙台市民オンブズマン事務局長
弁　護　士

　議会が議員派遣を決めた海外視察に、議員
個人が政務活動費を使って同行。この「同行
視察」の可否を巡って争っているのがベトナ
ム海外視察訴訟です。
　菊地恵一議員は、この視察の計画を立てた
張本人です。監査結果によると、菊地恵一議
員は、ベトナム視察を企画した当時、別の海
外視察を計画中でありベトナム視察に参加す
ると別の視察の費用がもらえなくなってしま

うので派遣議員として名を連ねなかったとい
います。このようなあからさまな「財布の使
い分け」は許されない、と考え菊地恵一議員
が政務活動費を使って支出した視察の費用の
返還を求めています。
　訴訟の進行は、今年１０月に県議会議員の
選挙があり、訴訟準備に時間がかかるとのこ
とで訴訟はあまり大きな進展はありませんで
した。現在は、こちら側からした求釈明に対
する回答を待っている状況です。

野　呂　　　圭仙台市民オンブズマン代表
弁　護　士

　第２２回全国市民オンブズマン大会は、９
月５日（土）、６日（日）の二日間、兵庫県
神戸市（神戸学院大学ポートアイランドキャ
ンパス）で開催されました。
　１日目には、上脇博之神戸学院大学法学部
教授による講演「政務活動費の政治資金化
について～政務活動費を政党助成金にさせ
ないために～」がありました。上脇教授は、
２０１２年８月の地方自治法改正により政務
調査費が政務活動費と名称を変え、目的も「議
会の議員の調査研究その他の活動に資するた
め」と拡大されたが、「その他の活動」は調

査研究に準じた活動に限定されると解すべき
であるとの見解を示しました。また、上脇教
授は、政務活動費の政治資金化を防止する手
立てとして、①政務活動の報告書、視察の報
告書を作成・提出させる、②領収書（の写し）
を添付させ、使途の明細が個々具体的に分か
る「詳細な使途報告書」（国会議員関係政治
団体の政治資金収支報告書参照）を提出させ

証人尋問も請求しており、今後尋問のスケジ
ュール等も協議される予定です。視察議員ら
の口から何が語られるのか、是非、法廷で傍

聴いただければと思います。尋問日程が決ま
り次第ＨＰ等で報告させていただきます。
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前　田　大　輔北海道・東北市民オンブズマンネットワーク事務局長
弁　護　士

　１１月２８日、２９日に、盛岡市で北東ネ
ット例会が開催されました。
　今回、市民の皆様に、オンブズマン活動に
ついて詳しく知っていただこうとの思いか
ら、「今、市民オンブズマンって何してるの？」
と題したシンポジウムが行われました。そこ
で、北海道・東北のオンブズマンが今、各地
でどのような活動に取り組んでいるかについ
て発表がなされました。新潟からはＢＲＴ連
接バス購入経費の差し止めについて、札幌か
らは道議会の政務調査費問題について、栃木
からはＬＲＴというバスの購入費問題につい
て、岩手からは岩手競馬組合貸付金問題につ
いて発表がなされました。当オンブズマンか
らは、現在仙台地裁で係争中である議員の海

外視察問題、先日市民フォーラムを行った政
務調査費のネット公開について発表させてい
ただきました。
　このシンポジウムを通じて、市民の皆様に
オンブズマンの具体的活動について理解をい
ただくとともに、これからのオンブズマンと
してどのような活動が求められているのかを
知るいい機会になったと感じました。

る、③会計帳簿の写しを提出させる、④ホー
ムページにすべて（使途報告書、活動・視察
報告書、領収書の写し、会計帳簿の写し）を
公表させる、⑤領収書の情報公開請求には、
それをＰＤＦ化しＣＤ－ＲＯＭで交付する、
ことを提案しました。
　また、全体報告では、自治体の公文書管理
について、首長や警察、議会が保存期間の満
了した公文書を独断で廃棄することがないよ
うにするために公文書の管理・保存・廃棄の
ルールを定めた条例の制定が必要であるとの
報告がありました。ちなみに、仙台市は、保
存期間の満了した文書を全て廃棄しているよ
うであり、歴史的な公文書が喪失してしまう
運用となっている。
　２日目は、地方自治法改正問題、地方議会、

政務活動費、なんでも、ギャンブル・カジノ
の各分科会が行われました。政務活動費分科
会では、「うっとこはこんなにひどい」コン
クールが行われ、宮城県議会も高級旅館での
一泊研修、年度末に多額の備品購入、異常に
高額なタクシー・代行車代をエントリーして
いましたが、３位にとどまり、１位は徳島県
議会（偽造領収書作成、ワカメ・商品券・子
ども服を事務用品費として計上等）が選ばれ
ました。
　２日目の最後には、ＩＲカジノに反対する
決議、安保法案の廃止を求める決議が採択さ
れたほか、政務活動費の領収書のネット公開
など支出の透明性の向上、公文書管理条例の
制定、住民訴訟制度の改悪阻止、ＩＲ法制定
反対を求める大会宣言が採択されました。
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　年々歳々季節の移ろいが早くなりますな。まもな
く迎える年末年始にふさわしい回文和歌を２首。
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2015.6.17 ～ 2015.12.15

2015．
6.	 17	 オンブズマン６月例会
 18 政務調査費（市 H24 年度）打ち合せ
 25 政務調査費（市 H23.4 ～ 8）公判
 26 政務調査費（市 H24 年度）打ち合せ
7.		 2	 政務調査費（市H24 年度）提訴、記者会見
 〃 政務調査費（市）打ち合せ
 6 海外視察（ニュージーランド）打ち合せ
 〃 政務調査費（県）フォーラム打ち合せ
 7	 タイアップ例会
 9 GS 問題打ち合せ
 〃 選管問題打ち合せ
 13 政務調査費（市 H20 年度）控訴審公判
 〃 政務調査費（市）打ち合せ
 15 海外視察（ベトナム）公判
 17	 オンブズマン・タイアップ総会、懇親会
 29 海外視察（ニュージーランド）公判
 〃 政務調査費（市 H23.9 ～ 24.3）公判
 31 政務調査費（県）フォーラム打ち合せ
8. 3 海外視察（ベトナム）打ち合せ　
 5	 タイアップ例会（花火観賞）
 10 政務調査費（市）打ち合せ
 19 政務調査費（県）フォーラム検討会議
 28	 オンブズマン８月例会
 〃 甫守先生送別会

9. 1 タイアップ役員会
 3 オンブズマン支援企画 Vol.17 チラシ等発送

5 ～ 6　第 22 回全国市民オンブズマン神戸大会
 7 海外視察（ベトナム）公判
 〃 政務調査費（第三者機関）打ち合せ
 11 政務調査費（県）フォーラム打ち合せ
  15 ガス局関係文書開示
 16 務調査費（市 H20 年度）控訴審公判
 〃	 オンブズマン９月例会
 18 政務調査費（県）フォーラム打ち合せ
 24 政務調査費（県）フォーラム打ち合せ

 27	 仙台市民オンブズマンフォーラム
	 	「本当に必要なの？その政活費（セイカツヒ）

 10.	 6	 タイアップ例会
 9 政務調査費（市 H23.9 ～ 24.3）公判　
 14 海外視察（ニュージーランド）公判 
 26 海外視察（ニュージーランド）打ち合せ
 〃	 オンブズマン 10 月例会
	 	〃	 竜の眼No29 発行
  29 政務調査費（市 H23.4 ～ 8）公判
11. 4 オンブズマン支援企画打ち合せ
 6 政務活動費ネット公開打ち合せ
 13	 オンブズマン支援企画 vol.17
 25 政務調査費（市 H23.9 ～ 24.3）公判
 〃 　　 〃　    ( 市 H24 年度 ) 公判
 〃 海外視察（ベトナム）公判　 
 〃 　　〃　  ( ニュージーランド ) 公判
  26  会報「オンブズマン」No43 編集打ち合せ
	 〃	 オンブズマン 11 月例会
　　28 ～ 29　北海道・東北市民オンブズマンネットワーク
　　　　盛岡例会　 

12.		 1	 タイアップ例会
 2 政務調査費（市 H20 年度）公判
  3 会報「オンブズマン」No43 編集打ち合せ
 〃 ネット公開要請行動（県議会）　
  11  政務調査費（市）打ち合せ   　
 〃	 オンブズマン 12 月例会・忘年会
	 15	 会報「オンブズマン」No43 発行
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音楽と漫才の夕べ
小 春 日 を 味 わ う

音楽と漫才の夕べ

１．とてもよかった ２４人
２．よかった ７人
３．普通 １人
４．もの足りなかった  
５．その他  

１．オンブズマン又はタイアップの会員 １９人
２．マスコミ   
３．チラシ   
４．家族、知人（友人） １４人
５．プレイガイド   
６．インターネット １人
７．その他   

・お二人組とのとても良かったです。「おしどり」さんの舞台また見たいです。
・HPを充実させ、常に最新の情報を遅滞なく広報するよう希望いたします。
・タタルさんのおしゃべり16年で日本にこんなに馴染んで、寅さんのアンコール

歌詞が大声でうたえず申し訳なかったです。演奏ももちろん素敵でした。
・おしどりのお二人を初めて知りました。精力的な取材活動今後も頑張って下さ

い。現場・現実を知らせて頂いてうれしかったです。 
・おしどりさん、タタルさん、木下さんをまた呼んで下さい。
・コンサートの告知をもっと幅広くした方がいいと思います。頑張っているのに勿

体無いです。 
・「おしどり」の漫才は楽しく、感動した。」こんなに気骨のある芸人はめずらし

いと思った。おしどりを毎年アンコールしたい。取材情報も聴きたい。「アート
デュオ」の息のあった一流の演奏を身近に聞けてとてもラッキーだった。充
実したひとときだった。

・十人十色、タイプの異なるご夫婦の演者の方 を々拝見しましたが、とても楽しく、
笑顔の大事さを改めて感じました。  

・頑張って下さい。

今日のステージはいかがでしたか？ １

本日の支援企画やオンブズマン、及びオンブズマン・タイアップグループの
活動について、ご意見、ご要望がありましたら、お書きください。" 

3

今回の企画はどこでお知りになりましたか？２

2015.11.13 支援企画 17
小春日を味わう「音楽と漫才の夕べ」
アンケート結果

ヴァイオリン＆ピアノ

タタルヘンリ
木下順子

漫　才

おしどり

小 春 日 を 味 わ う
仙台市民オンブズマン支援企画 vol.17
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　仙台市民オンブズマン支援企画vol.17「小
春日を味わう音楽と漫才の夕べ」が、11月13
日開催されました。お越し頂いた方は160名。
例年より若干空席がありましたが、今年の出演
者はどちらもご夫婦。漫才はその名も「おし
どり」さん。針金細工によるパフォーマンスで
は、プロペラが回るドローンや会場のリクエス
トにも応えてくれて「安倍首相」には困った顔
をしながら製作し、つくったものはすべて客席
にプレゼントし、場内を沸かせていました。ま
たマコさんが東日本大震災後、東京電力の記
者会見に通うようになってのお話しをされまし
た。一般のマスコミの記者は入れ替えがあり、
いまや古株だそうで、漫才以上の鋭い突っ込
みを効かせながら、とくに放射能問題では自身
のSNSなどで発信をされているとおり、貴重
なお話も聞くことが出来ました。
　もう一組は、タタルヘンリ＆木下順子さんに
よるヴァイオリンとピアノによるアートウェイ・
デュオ。クラシックの名曲の演奏の合間のタタ
ルさんの口上はふるさとのことから震災まで、
来日して相当の苦労があったはずなのにみじん
も感じさせない心の豊かさをヴァイオリンの音
色に聞くことが出来ました。アンコールは「寅
さん」のテーマ曲、男はつらいよ。客席の年
齢構成をみての選曲が見事にはまっていまし
た。
　アンケートでも再出演の要望も聞かれ、主
催者冥利です。お陰様でオンブズマンに支援
金20万円を12月1日の例会で野呂代表に渡す

ことができ、佳い新年を迎えられます。今年も
ほんとうにありがとうございました。

◇　　　　　◇
　12月６日仙台市地下鉄東西線が開通しまし
た。華々しい開通セレモニーをテレビで観なが
ら、オンブズマンが建設中止や差し止めの裁
判を行ってきましたが、バス路線の廃止やアク
セスの悪さなど不安や不満が多数寄せられて
おり、「ああ、あのとき止めておけばよかった」
「だれが決めたんだ」と怒りの声が早くも聞こ
えてきそうです。
　怒りとぼやきをもって２月２日の新年会にお
越しください。腹の虫が治まるようなお飲み物
もお待ちしています。

七十七銀行本店 (普通)　　　　  ６５３００１０
郵 便 局 振 込        ０２２９０－６－８０５０
　　仙台市民オンブズマン･タイアップグループ

会

　費

納
入
先

■今期の会費が未納の方、お手数でも払い込み下
さい。（振込用紙同封しました）。会員拡大は
タイアップ活動のエネルギーの源です。会員・
賛助会員それぞれ紹介チラシもありますのでご
請求下さい。

会員のご紹介と会費納入のお願い

⑴　加入資格：仙台市民オンブズマンの活動の趣旨に賛
同し､ 支援する意志のある個人｡ 

⑵　会　　費：年10,000円・賛助会員年3,000円
　　　　　　　但し､ 協賛金については､ 自由に受け付

け､ 緊急時の支援費用に充当する｡ 
⑶　活動内容：年２回の会報の発行｡ 臨時の会報は必要

に応じて随時発行する｡ 
市民の為の公開講座などを開催する｡ 
その他の事業の企画､ 実施｡ 
⑷　総　　会：年１回とし､ オンブズマンの総会に準じ

て開催する｡ 
⑸　役　　員：会　長　　１名､ 　副 会 長　　若干名

会　計　　１名､ 　会計監事　　２名
⑹　役 員 会：必要に応じて開催する｡ 
⑺　事 務 局：事務局の所在地は当面､青葉区中央4-3-
　　　　　　　28 朝市ビル３階とする｡ 
⑻　会計について：年会費からの支援金および協賛金か

らの特別拠出金については、役員会にお
いて決定の上、支出する。 以上の拠出金、
特別拠出金の会計処理内容については、
総会の際にオンブズマン事務局より報告
を受けるものとする｡ 

仙台市民オンブズマン　タイアップグループ会則

山　田　忠　行

タイアップ会長あいさつ

仙台市民オンブズマン・タイアップグループ会長

　タイアップグループ新年会は、来年２月例会を
新年会も兼ねておこないます。
　つきましては、２月2日の例会を盛大に開催し
たいと思いますので、ぜひ多くの会員の皆さまに
ご参加いただきますようご案内申し上げます。

【２月例会＆新年会のご案内】

2016年２月2日（火）18:30～
朝市ビル３階　宮城地域自治研究所

※お飲み物・お料理差入れ大歓迎です!!


